
 香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２２日 

                   香芝市長 三 橋 和 史     

香芝市規則第６５号 

   香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２

年規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

 附則第３項を削る。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１４条関係） 

職種 時間額 

一般行政事務 １，２４０円 

清掃作業員、調理員 １，３１０円 

調理補助員 １，２３０円 

保育士、保育教諭、幼稚園講師 １，６５０円 

保育指導員 １，５７０円 

保育補助員 １，３９０円 

用務員 １，２３０円 

用務員兼調理員、栄養士、管理栄養士 １，３６０円 

手話通訳者 １，５８０円 

訪問支援員 １，２９０円 

保健師、看護師、助産師 １，６７０円 

精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療

法士、公認心理師、臨床心理士 
１，６５０円 

視能訓練士 １，６５０円 

介護支援専門員 １，６８０円 

小・中学校講師 ２，９００円 



部活動指導員 １，７４０円 

教育指導員 １，６５０円 

養護教諭 １，６７０円 

特別支援教育支援員 １，４３０円 

学童保育指導員 １，４４０円 

消費生活相談員 １，８８０円 

司書 １，２９０円 

水泳指導補助員 １，２３０円 

上記以外の職種 職務の内容に応じ市

長が定める額 

 別表第３中「３５５円」を「３６５円」に、「５００円」を「５２０円」に、

「６４５円」を「６７５円」に、「７９０円」を「８３０円」に、「９３５円」

を「９８５円」に、「１，０８０円」を「１，１４０円」に、「１，２００円」

を「１，２９５円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則（附則第３項を削る改正規定

を除く。）による改正後の香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例施行規則（次項において「改正後の規則」という。）の規定は、令

和７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の香芝市会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給

与及び費用弁償は、改正後の規則の規定による給与又は費用弁償の内払とみ

なす。 


